
　

（介２０）

平成３０年４月１１日

都道府県医師会

介護保険担当理事

　

殿

日本医師会常任理事

鈴

　

木

　

邦

　

彦

平成３０年４月１日以降の要介護認定制度等の

　

見直しに伴う関係通知の改正について

　

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

さて、平成３０年４月１日以降の要介護認定制度等については、平成２９年１２月 ２７日付（介

１２０）にてご連絡させていただいたところですが、今般の要介護認定制度等の見直しに伴い関

係通知が改正され、厚生労働省より各都道府県知事宛に通知が発出され、 併せて本会宛てに

周知協力依頼がまいりましたのでご連絡申し上げます。

　

改正内容といたしましては、特に「「介護認定審査会の運営について」の一部改正について」

において、 先般ご連絡させていただきました認定審査会の簡素化に関する内容が追加されて

いるとともに、 本年２月２０日付（介１３７）にてご連絡させていただきました介護認定審査会

の簡素化等に係るＱ＆Ａを参考として改めて周知されるものとなっております。

　

つきましては、 貴会におかれましても本件についてご了知いただき、 郡市区医師会および

会員への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

　

なお、要介護認定に関する通知につきましては、日本医師会ホームページーメンバーズルー

ム 介護保険 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｄ．ｏｒ．ｊｐなａｐａｎｅｓｅ／ｍｅｍｂｅｒｓ化ａｉｇｏ／２７ｎｉｎｔｅ”） に 情 報 掲 載 さ せ て

いただいておりますが、当該関係通知につきましても同サイトに情報を掲載いたしますこと

を申し添えます。

（添付資料）
・平成３０年４月１日以降の要介護認定制度等の見直しに伴う関係通知の改正について （周知）

（平３０．３．２３

　

老老発０３２３第２号

　

厚生労働省老健局老人保健課長

　

通知）



◎
老 老 発

　

０３２３

　

第

　

２号

平成３０年３月

　

２３日

公益社団法人日本医師会会長

　

横倉

　

義武

　

様

厚生労働省老健局老人保健課長

平成３０ 年４月１日以降の要介護認定制度等の見直しに伴う

関係通知の改正について （周知）

　

介護保険制度の円滑な運営につきましては、 平素より格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。

　

このたび、 別紙のとおり 「要介護認定等の実施について」（平成２１年９月３０

日老発０９３０第５号厚生労働省老健局長通知）、「介護認定審査会の運営について」

（平成２１年９月３０日老発０９３０第６号厚生労働省老健局長通知） 及び「「要介

護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及

び「特定疾病にかかる診断基準」について」」（平成２１年９月３０日老老発第０９３００２

号厚生労働省老健局老人保健課長通知） の改正について各都道府県・政令指定

都市介護保険主管部 （局） 長宛に通知したところです。
本件につきましては、 何卒、 貴団体のご高配を賜りますとともに、 趣旨につ

きまして、 会員各位に対して周知してくださいますよう、 よろしくお願い申し

上げます。



老 発

　

０３２３

　

第 １ 号

平成３０年３月２３日

各都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

　

（公

　

印

　

省

　

略）

「介護認定審査会の運営について」の一部改正について

　

介護認定審査会の具体的な運営については、これまで「介護認定審査会の運営について」（平

成２１年９月３０日老発０９３０第６号厚生労働省老健局長通知）により取り扱われていたところであ

るが、このたび別添の通り改正を行い、平成３０年４月１日より適用することとしたので通知する。

　

当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るとともに、介護認定審

査会の運用について遺漏のなきように期せられたい。
また、介護認定審査会の簡素化にあたっては、別添参考「介護認定審査会の簡素化等に係る

Ｑ＆Ａ（平成３０年２月１４日老健局老人保健課長事務連絡）」も参照されたい。



（別 添）

０

　

鯛護認定審査会の運営について （平成２１年９月３０日老発第０９３００６号） （抄）

現行 改正後

（略）

御」添）介護認定審査会運営要綱

（略）‐

（新規

（略）

偶ーＪ添）介護認定審査強さ運営要綱

（略）

５ 認定審査会の簡素化

以下の（１）から（６）の全てｄ副牛に合致Ｈする場合、「３

　

審査及び判定一及び「４

　

認

定審杏会開催の筆順Ｕ

　

の規定によらず、認定審杏会を簡素化して実施することと

しても差し支えない。
（１）審査球串象者が、介護猷剰険獅法第７条第３項第１号または同条第４項第１号に定め

る者であること

（２）介護酬保険法第２８条に定める要鍋護更新申請又ば第３３条に定める要支樗更新申

請であること

（３）一次判定（４の２） の（１）に定める「－次判疋 修正・確定」 を行う前のもの。

以下本項ー串、いて同じ。） における要鍋－議席が、 前同認沃定結果の要介護席と同一

であること

（４）現存の認定有効胴期間が１２か月以上であること

（５），一次判定における要介諺席が「要支援２」 又は「要介護１」 である場合、易ー服

２ー３の表９に定める状態の安定性判定ロジックの判定結果が 「不安定」 でない

こと

（６）一次判定における要 －」－左二二三：‘
－
－÷」が、 次のいずれにも含まれないこと

・２９分以上３２分に未満

・４７分以上５０分未満

・６７：分以上７０分未満
・８７分以上９０分未満

・１０７分以上１１０分未満

・４７分以上５０分未満

・６７：分以上７０分未満
・８７分以上９０分未満



事

　

務

　

連

　

絡

平成３０年２月１４日

都道府県・指定都市

　

要介護認定担当課

　

御中

老健局老人保健課長

介護認定審査会の簡素化等に係るＱ＆Ａ

　

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　

平成３０年４月１日以降の要介護認定制度等については、平成２９年１２月２０日事務連絡

「平成３０年４月１日以降の要介護認定制度等について」においてお知らせしたところです

が、本件につき下記の通りＱ＆Ａを作成いたしましたので、管内市町村等に周知方よろし

くお願いいたします。

ｆＱＩ．認定審査会の簡素化とは、認定審査会による審査判定を行わないとい に とか。 １
ＡＩ．審査会による審査判定は介護保険法第２７条第５項等に定められた事項であるため、審

査判定の実施自体を省略することはできない。

　

今般の見直しは、審査判定の具体的な実施方法を定めた認定審査会運営要綱を改正し、
簡素化した方法での審査判定の実施を可能とするものである。そのため、たとえば要件に
合致した者についてコンピュータ判定の要件を満たす認定申請について、コンピュータ判

定の結果を審査判定結果とみなすことにつき、認定審査会の包括同意を得ることをもって
個々の審査判定（一次判定の修正・確定を含む）に代えることは考えられる。ただし、そうし

た場合においても、審査会の開催自体は省略せず、審査会の場での委員による対象者リス
ト確認をもって審査判定とする等の取扱いが適当である。



Ｅ２．認定審査会を簡素化する方法として認められうる範囲や基準を示されたい。

　　

Ｉ

Ａ２．認定審査会を簡素化した場合であっても、保険者が審査判定を実施し、認定結果につい

　

て責任を負うことに変わりはないため、その範囲において各保険者で簡素化の方法を決定

　

されたい。

Ｑ３．「要件に合致した者についてコンピュータ判定の要件を満たす認定申請について、

コンピュータ判定の結果を審査判定結果とみなすことにつき、認定審査会の包括同意

を得る」という方法で簡素化を実施するとした場合、審査会委員にはどの程度まで詳

細な同意を求める必要があるのか。
Ａ３．簡素化の方法については最終的には保険者の判断となるが、Ｑの例では当該包括同意

　

が個々の認定審査会における審査判定を実質的に代替するものとなることから、同意の内

　

容について各委員に十分ご理解いただくとともに、同意が得られない場合には簡素化方法

　

を見直すことが適切であると考えられる。

１Ｑ４認定審査会を簡素化した場合、有効期間はどのように設定すればよいのか。

　　

Ｉ

Ａ４．簡素化の方法に応じ、保険者により設定方法を決定することとなる。

Ｑ５．介護保険法第２７条第４項に定める認定審査会への通知及び審査判定の求めも簡素化

　

の対象となるのか。

Ａ５．認定審査会への通知は法律に定める事項であるため、実施して頂く必要がある。通知方

　

法は各保険者における簡素化形態に応じてご判断頂きたい。

ＩＱ６．要件に合致しない者について保険者判断で認定審査会を簡素化することは可能か。 Ｉ

Ａ６， 今般の見直しは、二次判定における要介護度の変更率が極めて低い者に限って認定審

　

査会の簡素化を可能とするものであるので、要件に合致しない者の審査判定の取扱いは従

　

来通りとなる。

ＩＱ７認定審査会の簡素化は平成３０年４月１日申請分から可能となるのか。

　　　

Ｉ

Ａ７．申請日が３月以前であっても、審査判定を４月１日以降に実施するケースであれば簡素

化が可能となる。



ＩＱ８．認定審査会の簡素化は平成３０年４月より直ちに開始しなければならないのか。

　

１

Ａ８．認定審査会の簡素化は実施の有無も含めて保険者判断となるため、４月より直ちに開始し

なくても差し支えない。

－Ｑ９．認定審査会の簡素化について、申請者に説明する必要があるか。

　　　　　

１

Ａ９．簡素化の実施の有無に関わらず、保険者が認定結果について責任を負うことに変わりな

　

いことから、申請者への特段の説明や理解が必要であるとは考えていないが、区分変更申

　

請の案内等、認定結果を受けた申請者への対応については従来通りご配慮頂きたい。

ＩＱＩＯ．有効期間を３６か月に設定する場合の判断基準は厚生労働省から示されるのか。 」

ＡＩＯ．要介護認定の有効期間は、今般の見直しに関わらず、今回判定結果の要介護度がどれ

　

ほど長く継続するかの判断に基づき決定されるものであり、厚生労働省として統一的な基準

　

を示すことは考えていない。

ＩＱＩＩ．有効期間３６か月の設定は平成３０年４月１日申請分から可能となるのか。

　　

Ｉ

ＡＩＩ． 申請日が４月１日以降のケースが対象となる。

－Ｑ１２．有効期間の延長は平成３０年４月より直ちに開始しなければならないのか。

　　

」

Ａ１２．保険者判断として個々のケースに２４か月を超える有効期間を設定しないことは差し支え

　

ないが、制度の上では最大 ３６ か月の有効期間が設定可能となっていることに留意された

　

し、
。

（照会先）

厚生労働省老健局老人保健課

　

介護認定係

　

有川， 塩田

　　

０３‐５２５３－１１１１（内線３９４５）

以上



老老発 ０

　

３

　

２

　

３ 第１号

平成 ３

　

０年３ 月

　

２

　

３ 日

　

都道府県
各

　

指定都市
介護保険主管部（局）長 殿

厚生労働省老健局老人保健課長

（

　

公

　

印

　

省

　　

略

　

）

　

「要介護認定における 「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の

手引き」 及び 「特定疾病にかかる診断基準」 について」 の一部改正について

　

要介護認定に係る認定調査等の実施については 「要介護認定における 「認定調査票記入

の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」（平

成２１年９月３０日老老発第０９３００２号厚生労働省老健局老人保健課長通知） に基づき実施し

ているところであるが、 今般、 別添の通り見直しを行い、 平成３０年４月１日より適用する

こととしたので通知する。

　

当該内容について御了知の上、 貴管内市区町村にその周知徹底を図られたい。



「要介護認定における 「誠 鋼 査票記入の手引き」、「主治医意見；醜 入の手引き一 及び 「特定疾病むか かる診断基準」 について一

　

１

　

別添

　

１

の「部改正についての新旧対照表
（傍線部分は改正部分）

改

　

正

　

前 改

　

正

　

後

（別添２） 主治医意見書記入の手引き
（略）

３． 心身の状態に関する意見

（略）

（３） 認知症の周辺症状
申請者に認められる認知症の周辺症状の有無について、 該当する口にし印をつ

けてください。 有の場合は、 以下の定義を参考にして、 該当する□にし印をつけ

てください。 複数の状態が認められる場合は、 該当する□のすべてにし印をつけ

てください。 その他に該当する場合には、 認められる具体的な状態について
（

　　

） 内に記入してください。

　

なお、 認知症の周辺症状として列挙していますが、●その他の疾患で同様の状態

が認められる場合も、 該当する□にし印をつけてください。

（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

（別添２） 主治医意見書記入の手引き
（略）

３． 心身の状態に関する意見

（略）

（３） 認知症の行動・心理症状 （ＢＰＳＤ）

　

申請者に認められる認知症の行動・心理症状の有無について、 該当する□にし
印をつけてください。 有の場合は、 以下の定義を参考にして、 該当する口にし印
をつけてください。 複数の状態が認められる場合は、 該当する□のすべてにし印
をつけてください。 その他に該当する場合には、 認められる具体的な状態につい
て （

　　

） 内に記入してください。

　

なお、 認知症の行動・心理症状として列挙していますが、 その他の疾患で同様
の状態が認められる場合も、 該当する口にし印をつけてください。

（略）



老発 ０３２３第２号
平成３０年３月２３日

各都道府県知事

　

殿

厚生労働省老健局長

「要介護認定等の実施について」 の一部改正について

要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認定等の
実施について」（平成２１年９月３０日老発０９３０第５号厚生労働省老健局長通知）
により取り扱われていたところであるが、 このたび別添の通り改正を行い、 平

成３０年４月１日より適用することとしたので通知する。
当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るととも

に、 要介護認定等の実施について遺漏のなきように期せられたい。



（別 添）

○

　

要介護認定等の実施について（平成２１年９月３０日老発０９３０第５号）（抄）

現行 改正後

（略）

偏り添１－１） 介護酎細険

　

要鍋護認定・要支援認定（弱師

　

申請書

（略）

　　

（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

前回の要鯖護認

　

要介惰謝り胡態区分１

　

２

　

３

　

４

　

５ 要支援状態区分１

　

２

　　

定の結果等

噴鰯・醐
被

　

更新認定の場合

　　

のみ記入

　　　　

有効期限平成 年

　　

月

　　

日から平成 年

　　

月

　　

日

保

険

　　

（略）

者

（略）

　　　　　　　

該当に０

　

＝”．－．・ー、‐山一－－”－一・ー．曲．一．・ー］；^ 姻酬

　

“・介護感人禦 糊詮・憎正印網

　

－

　

型眠

提
名称

　　

湖鋤

出

代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　

印

行

　　　　　　　　

Ｔ

者

　　

僻所

　　　　　　　　　　

順離曜号

（略）

（略）

偏り添１ー１） 介護策険

　

要フ福護認定・要支援認定 便新） 申請書

（略）

　　　　　　

（略）

　　　　　　

前回の要介護

　

＊要介護・要

　

要粉憎酌繍態区分１

　

２

　

３

　

４

　

５ 要」激闘誕憾区分１

　

２

　　　　　　

認定の結果等

　　

★樗甲刃，ぬ

　

有効期限 平成 年

　　

月

　

日力も平成

　　

年

　　

月

　

日

　　　　　　

±覇弁護 函支

　

定の場合の

　　

被

　

僅雷し；靭常の

　

み記入

　　　　　　

場合‘聾蟻］

　

※１４日以内

　

転出元自治体（市町村）名［

　　　　　　　　　　　　　　

］
保

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　

に他自治体

　　　

険

　　　　　　　　

変量≧転」込し

　

鶏寮 総出元自治体鰻こ要介護帽‐三々 …』‐・Ｌとく÷…・でラ力も

　　　　　　　　　　　　　

た者のみ記

　

（既トー

　　

－－ ・二”取っＯＶ；喜捨；±「いいえヒニニ１‐てくださ

　　

者

　　　　　　　　

△

　　　　　

い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はい ・ いいえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「はい一の場合、申請日

　

平成

　　　

年

　　　

月

　　　

日

　　　　　　

（略）

（略）

　　　　　　　　　　　　　　

曽肖ぃ（′

　

”＝▲＝ー．‐′ｂ

　

ロー．”．・・」＝壷

　　　

人↑＝．：＝：蟹ゑ姿も・

　

提

　　　　　　

臓 鰹ー弼

　　

出

　

名称

　

代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印

　　

行

　　　　　　

Ｔ

　　　

者

　

住編所

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　

電話番号

（略）

被

　　　

保

　　　

険

　　　

者

（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

被

　　　

保

　　　

険

　　　

者

（略）

嗣の要鯖溺
定の結果等

噴鰯・醐
更新認定の場合

のみ記入

要介惰謝り胡態区分１

　

２

　

３

　

４

　

５ 要支援状態区分１

　

２ 前回の要介護

認定の結果等

　

ィ^“

　　

霞ぢ

幽艶１

＊要介護・要 要介憎酌繍態区分１

　

２

　

３

　

４

　

５ Ｍ

　　

…↓激闘態躯【分１

　

２

　　　

．

　　　

・ 有効期限 平成

　

年

　　

月

　

日力も平成

　　

年

　　

月

　

日女樗甲刃，ぬ

定の場合の

み臥
有効期限平成 年

　　

月

　　

日から平成

　　

年

　　

月

　　

日 ※１４日以内 転出元自治体（市町村）名［

　　　　　　　　　　　　　　

］

鶏寮 総出元自治体鰻こ要介護帽‐：◆…』－．Ｌ≧＝÷…・でラ力も

に他自治体

から転入し

た者のみ記
（略）

一入 四

　　　　　　　　　　　　　　　　　

はい ・ いいえ

「はい一の場合、申請日

　

平成

　　　

年

　　　

月

　　　

日

（略）

提

出

代

行

者

名称

　

曽肖い（′

　

”．”．‐ー．‐′ｂ

　　

ローＬ

　

」＝

　

．・Ｌ

　

＝壷

　　　

人↑；＝．：＝：蟹

　

ー^」・

提

　

出

　

代

　

行

　

者

名称

該当に０

　

＝”．－．・ー、‐山一－－”－一・ー．曲．一．・ー］；^ 姻酬

　

“・介護感人禦 糊詮・憎正印網

　

－

　

型医

療馴帖碇め

　　　　　　　　　　　　

印

療施鑓ｕ、介

　

胎

　

刷

　　　　　　　　　　　　

印

悔所

Ｔ

　　　　　　　　　

‐

　

電話番号
僻所

Ｔ

　　　　　　

順離曜号

（変更点は下線部）



偏ー」添１－２） 介雄護側険

　

要介護認定・要支援認定区分変更申請書
（略）

　　　　　　　　　　

陀＊≧‐ｎｔ

　　　　　　

．‐”

　

－

　

▲－．・一三ニニ；－］；－白人福ｈ閉闇欝‐介

　

意大保

蓄 名称
代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印

　

‘テ

　　　　　　　

Ｔ

　

者

　　

僻所

　　　　　　　　　　　

鱒醜講号

（略）

偏り添２）認定調査票（概況調配

（略）

皿

　

現Ｍ★た受けているサ÷ビスの状況についてチェック及む凡頻‐度を記入してください。
□館罰肝臓蝉防護（紬唯ブ）・師。理ドス

　　　

月

　　

回

　　　　　　　　　　　

備）

　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　

鱗）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

帽）

　　　　　　　　

僻）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鰭）

　　　　　　　　

雌）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鱗）
１□嫌脂働遊戯懐『イトビス），獅勢ビス

　　

月

　

回

　　　　　　　

鰭）

１

　　　

曜）

　　　　　　

㈲

　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鰭）

１ □脇 － －法被，鞠

　

月 日

　　　　

幡）

　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

雌）

　　　　　　　　

雌）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鱗）

ー

　　　　　　　　

◎

　　　　　　　　　　　　　　　

僻）

御」添１－２） 介護剰険

　

要介護認定・要支援認定区分》変更申請書

（略）

　　　　　　　　　　　　　　

該当に０（地随粛『理燭乱支霊擾センタ

　

ーｉｉ｝
▲
，ル

・

　

．ハー

　　　　　　

Ａ．－ｒ”－－』珠七人

　　　

提

　　

名称
・

　　　　　　　　　　　

ノ１

　　　

出

　　

代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印

　　　　　　

‘テ

　　　　　　　

Ｔ

　　　　　

者

　　

栃所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

（略）

偶ーＪ添２）認定調杏票（概況調配

（略）

皿

　

現在受けているサ÷ビスの状況についてチェック及び頻度を記入してください。

　　　

国血塑塑ー覇め錆－副Ｊ－－Ｗブ）・嬬。理Ｈ◆ス

　　　

月

　　

回

　　　　　　　　　　　

僻）

　　　　　　　　　　　

帽）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鱗）

　　　　　　　　　　　

帽）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鱗）

　　　　　　　　　　　

崎）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

帽）

　　　　　　　　　　　　　

（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

偶答）

　　　　　

Ｄ鯛頃票婦燭－－鍋憎げ行ぜス）・通読雁抄ぜス

　　　

月

　　

回

　　　　　　　　　　

偶答）

　　　　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鰭）

　　　　　　　　　　　　

（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

偶吾）

　　　　　

－“

　　　

鮒艶，ー１▲．ー

　　　

１、‘挙邑・－ －

　　　　　　　　　　　　　　

御酌

　　　　　　

しｖｌは」〃Ｊルー・ｙり・一ｒノ・ｏｌ

　　　　　　　　　　　　

月

　　

日

　　　　　　　　　　　

鱗）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鰹）

　　　　　　　　　　

（◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鰐）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

略）

提

　

出

　

代

　

行

　

者

名称

　

陶山ｒ（｛

提

　

出

　

代

　

行

　

者

名称

該当に０（地随粛『理燭乱支霊擾センタ

　

ーｉｉ｝
▲
，ル

・

　

．ハー

　　　　　　

Ａ．－ｒ”－－』珠七人

　　　　　　　　　

印

設・介

　

意大保

印

僻所

Ｔ

　　　　　　

鱒醜講号

栃所

Ｔ

　　　　　　　　　　　　

電話番号

□ｔ筋肝臓臨紛議（お一唯ブ）・師。理Ｈｏス

　　　

月

　　

回 備） 離は湖ブ）・嬬。鰍◆ス

　　　

月

　　

回 僻）
略） 略） 帽） 僻）
鱗） 帽） 帽） 鱗）
僻） 鰭） 崎） 帽）
雌） 帽） （略） 鰹）

ｌ□と錆護引嚇遊戯懐げイトビス）・遊廼ザビス

　　　

月

　　

回 鰭） Ｄ鯛賑弱ｍ燭－－鍋憎げ行ぜス）・通読雁抄ぜス

　　　

月

　　

回 僻）
ｌ 略） 鰭） 略） 僻）
暑 略） 帽） （略） 僻）

１□じ摘賦。」ルー“′“一法（老健・該廊弼

　　

月

　　

日 略） しｖｌは」〃Ｊルー・ｙり・一ｒノ・ｏｌ

　　　　　　　　　

月

　　

日
鱗）

略） 僻） 鱗） 曜）

雌） 帽） （略） 略）

僻） 鰐）

僻） 略）



施 設 利 用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施 設 連 絡 先

□諭幅瑳－夫指紋族敷・

□ 慨 人偏霊－醐認

　　　　　　　　　　　　　　　

闘
□介

　

１－

　

帥

　

皿区登

１

　　　　

－二ｕ”Ｔ‐－

　　　　

－

　

′γ″ブを勾

　　　

粗Ｅ覇陽

　　

一
□隔碇艶鮭入ｖ肩＝１‐二：

　　

．

　

・
リースｉ） 施製網Ｅ所

－

　　

ー

　　　　　

．－－

　　　　　

」．」

唖，脚鰯戯緋）
□そ小池－ｍ－８塾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話

　　　　

－

　　　　

－

（略）

鋸ｑ添３）主治医意見書

（略）

３． 心身の状態に関する意見

　　

鱗）

　　

（３）二

　

▲

　

．

　　

－、

　

敏当すみ頃目全てチェック：隠ｗ遡砲洩製外【の疾ｖ怨剰副壕の４症疏犬劃認める場合を含む）

一 鞘 醐

　

咽

　

麟 醐

　

断 鯛

　

略鞠‐７Ｌ蝋 剛 鯛 剛□剛

　　　

）

　　

雌）

（略）

　　　　　　　　

．

施 設 利 用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施 設 連 絡 先

□介醗－盛岡８
ロ 繊 人弾霊順圏誰

　　　　　　　　　　　　　　　

跳
□介．む風－翠－－ ーーほせ

□欄間

　　　　　　　

▼‐‐．，－－－＝ニダ膨ブお勾

　　　

岡哩彊号

　　

－

　　　　　　　

ー＝

　　　　　

ん

　

・一

　　　　　

施離ー所□特 暗碧１一ニーーー

１

　　　　

ー

　　　　　　　　　　　

．－－
▲
’

　　　　　　　　　　

－・

□圏醐一蹴刺繍）
□そ唖の織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団

　　　　

－

　　　　

－

（略）

鱒」添３）主治医意見書

（略）

３． 心身の状態に関する意見

　　

雌）

　　

（３）認榊”鮭Ｆｖ′．馴・心ー｛醐た僻め）

　

晒幽する項目全てチェック：田岡症製外【の疾Ｙ惑ｕ口濁ｗの症状封認める場合を含む）

『も｛罷墨咽
鶴腐 園閤

断
賢鴛ネ デ

　　

鱗）

（略）

施 設 利 用 施設連絡先
施 設 利 用 施設連絡先

□介醗－盛岡８
ロ繊人弾霊順瞳
□介．む風－翠－－

　

ーーほせ

□欄間

　　　　　　　

▼｛，．－－－＝ニダ膨ブお勾

□特 暗碧１一ニーーー

１

　　　　

ー

　　　　　　　　　　　

．－－
▲
’

　　　　　　　　　　

－・

□圏醐一蹴刺繍）
□そ唖の織

跳
．’鰯
鵬ー

　　

団

　　　　

－

　　　　

－

□諭幅瑳－夫福祉族敷・

□慨人偏圏認
□介

　

１－

　

帥

　

皿区登

　　　　　　　　　　　　　　

′γ″ブを勾

□隔碇艶鮭入ｖ肩＝１‐二▲

　　　　　

・
リースｉ）

唖，脚鰯戯緋）
□そ小池－ｍ－８塾

施離ｍ認Ｗ名

図瞬号
馳鮭糊所

　　

団

　　　　

－

　　　　

－

幡）鱗）
（３）認榊”鮭Ｆｖ′．馴・心ー｛醐た僻め）

　

晒幽する項目全てチェック：田岡症製外【の疾Ｙ惑ｕ口濁ｗの症状封認める場合を含む）

『も｛罷墨咽
鶴腐 園閤

断
賢鴛ネ デ

（３）二

　

▲

　

．

　　

－、

　

敏当すみ頃目全てチェック：隠ｗ遡砲洩製外【の疾ｖ怨剰副壕の４症疏犬劃認める場合を含む）

一 鞘 醐

　

咽

　

麟 醐

　

断 鯛

　

略鞠‐７Ｌ蝋 剛鯛 剛賢唖目
幡）帽）


